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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を撮像する画像診断装置であって、
　超音波診断装置と異なる装置を用いて取得されたボリュームデータにおける注目領域を
取得する注目領域取得手段と、
　プローブの位置姿勢を取得する位置姿勢取得手段と、
　前記位置姿勢から求められる前記プローブの撮像範囲と、前記注目領域と、の位置関係
に基づく撮像パラメータで撮像した超音波画像を取得する超音波画像取得手段と
　を備えることを特徴とする画像診断装置。
【請求項２】
　前記注目領域取得手段は、基準座標系における前記注目領域を取得し、
　前記位置姿勢取得手段は、前記基準座標系における前記プローブの位置姿勢を取得する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像診断装置。
【請求項３】
　前記超音波画像取得手段は、
　前記撮像範囲と、前記注目領域と、の交差領域を、前記注目領域と前記位置姿勢と、を
用いて求める第１の手段と、
　前記交差領域に基づいて、前記撮像パラメータを求める第２の手段と
　を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像診断装置。
【請求項４】
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　前記第１の手段は、前記注目領域の前記撮像範囲における断面を前記交差領域として求
めることを特徴とする請求項３に記載の画像診断装置。
【請求項５】
　前記撮像パラメータはフォーカス位置であり、
　前記第２の手段は、前記交差領域の近傍を前記フォーカス位置として求めることを特徴
とする請求項３又は４に記載の画像診断装置。
【請求項６】
　前記撮像パラメータはフォーカス位置であり、
　前記第２の手段は、前記交差領域の内部、もしくは境界を前記フォーカス位置として求
めることを特徴とする請求項３又は４に記載の画像診断装置。
【請求項７】
　前記撮像パラメータはフォーカス位置であり、
　前記超音波画像取得手段は、前記撮像範囲内で、前記注目領域に最も近い１点の位置を
前記フォーカス位置として求めることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像診断装置
。
【請求項８】
　前記超音波画像取得手段は、前記撮像パラメータを撮像装置に設定すべく、前記撮像パ
ラメータを前記撮像装置に対して出力することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項
に記載の画像診断装置。
【請求項９】
　前記超音波画像取得手段は、前記撮像パラメータが設定された前記撮像装置が撮像した
超音波画像を取得し、取得した超音波画像を用いて三次元超音波画像を生成することを特
徴とする請求項８に記載の画像診断装置。
【請求項１０】
　前記超音波画像取得手段で取得した超音波画像と、該超音波画像を撮像した際の前記プ
ローブの位置姿勢に関する情報と、を用いて、前記注目領域に該当する超音波画像を逐次
的に生成する画像生成手段と、
　前記画像生成手段で生成した超音波画像を逐次的に表示する画像表示手段と
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の画像診断装置。
【請求項１１】
　前記注目領域においてユーザが指定した部分注目領域の位置を示す情報を取得する部分
注目領域取得手段をさらに有し、
　前記画像表示手段は、前記部分注目領域取得手段が取得した情報が示す前記部分注目領
域を示す情報を、前記画像生成手段が生成した超音波画像に重畳して表示することを特徴
とする請求項１０に記載の画像診断装置。
【請求項１２】
　被検体を撮像する画像診断装置であって、
　超音波診断装置と異なる装置を用いて取得されたボリュームデータにおける注目領域を
取得する注目領域取得手段と、
　プローブの位置姿勢を取得する位置姿勢取得手段と、
　前記位置姿勢から求められる前記プローブの撮像範囲と、前記注目領域と、が交差する
交差領域に基づく撮像パラメータで撮像した超音波画像を取得する超音波画像取得手段と
　を備えることを特徴とする画像診断装置。
【請求項１３】
　被検体を撮像する画像診断装置が行う画像診断方法であって、
　超音波診断装置と異なる装置を用いて取得されたボリュームデータにおける注目領域を
取得する注目領域取得工程と、
　プローブの位置姿勢を取得する位置姿勢取得工程と、
　前記位置姿勢から求められる前記プローブの撮像範囲と、前記注目領域と、の位置関係
に基づく撮像パラメータで撮像した超音波画像を取得する超音波画像取得工程と
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　を備えることを特徴とする画像診断方法。
【請求項１４】
　被検体を撮像する画像診断装置が行う画像診断方法であって、
　超音波診断装置と異なる装置を用いて取得されたボリュームデータにおける注目領域を
取得する注目領域取得工程と、
　プローブの位置姿勢を取得する位置姿勢取得工程と、
　前記位置姿勢から求められる前記プローブの撮像範囲と、前記注目領域と、が交差する
交差領域に基づく撮像パラメータで撮像した超音波画像を取得する超音波画像取得工程と
　を備えることを特徴とする画像診断方法。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１乃至１２の何れか１項に記載の画像診断装置が有する各手段
として機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のコンピュータプログラムを格納した、コンピュータ読み取り可能な
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断のような画像診断技術（モダリティ）に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブを介して被検体との間で超音波を送受信し、被検体
内からの反射波等を含む受波信号、すなわち、反射エコー信号に基づいて断層像などを生
成し、診断に有用な情報を提供する装置である。一般に、超音波プローブは、複数の振動
子を等間隔で直線状、曲線状、あるいは面状に配置して形成される。そして、選択した複
数の振動子を同一時に振動させて超音波ビームを形成し、被検体内の診断部位を走査し、
その反射波等からなる反射エコー信号に基づいて被検体の断層を写す超音波画像を生成す
る。
【０００３】
　画像診断装置を用いる医療の現場において、診断に適した高画質な超音波画像を生成す
るためには、超音波診断装置を制御する各種の撮像パラメータを、観察対象に合わせて適
切に設定する必要がある。超音波診断装置の撮像パラメータとしては、反射エコーの返っ
てくる時間に合わせて受信器のアンプの利得を変化させる「STC(Sensitive Time Control
)」がある。また、深さ方向の撮像範囲を制御するパラメータである「デプス」や、フォ
ーカス処理を制御するパラメータである「超音波ビームの焦点位置」などが、調整可能な
撮像パラメータとして知られている。また、観察対象にあてる音圧の調整も行われている
。
【０００４】
　フォーカス処理の方法としては、例えば、同一時に駆動される各振動子から照射する超
音波を遅延させ、各振動子から射出される超音波の波面を任意の焦点で一致させる電子フ
ォーカス等が知られている。また、反射した受信波の遅延時間を計算し、選択的に受波す
る処理も、フォーカス処理に含まれる。リニアプローブの場合は、走査線方向の深さ位置
がフォーカス位置となる。
【０００５】
　これらの撮像パラメータは、装置の制御盤上に設けられたダイヤルやレバーを用いて、
モニタ上に表示された撮影画像を目視で確認しながら医師や技師がインタラクティブに調
整するのが一般的である。これに対して、撮像パラメータの設定をより簡便に行うための
幾つかの取り組みが報告されている。
【０００６】
　例えば、特許文献１では、超音波ビームの送受信によって取得された超音波画像上で注
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目位置を指定し、この注目位置がフォーカス位置となるように走査線ごとにフォーカス処
理を行う方法が開示されている。また、特許文献２では、超音波ビームの送受信によって
取得された超音波画像上に関心領域（ROI）を設定し、超音波ビームによって走査する範
囲を制限する方法が開示されている。
【０００７】
　一方、フリーハンドで撮影した２次元の超音波画像を統合して３次元超音波画像（ボリ
ュームデータ）を生成し（３次元再構成）、そこから任意の断面を生成することで、より
診断に適した超音波画像を表示する技術が知られている（非特許文献１）。これによると
、例えば、ＭＲＩ等の他の画像診断装置（モダリティ）で同一被検体を撮像しておいて、
その注目断面に対応する超音波画像を生成して並べて表示することで、複数のモダリティ
を用いた診断を容易に行うことができる。また、例えば、特許文献３では、プローブの位
置や移動を検出し、これに基づいてプローブの軌跡を表示することで、取り残し領域の有
無を示す技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－９３３８９号公報
【特許文献２】特開２００８－９９７２９号公報
【特許文献３】特開２００８－８６７４２号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】O. V. Solberg, F. Lindseth, H. Torp, R. E. Blake, and T. A. N. H
ernes, "Freehand 3D ultrasound reconstruction algorithms - a review," Ultrasound
 in Medicine & Biology, vol.33, no.7, pp.991-1009, July 2007.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、従来においては、関心領域を画像上で指定することしかできなかった。
そのため、プローブの撮像範囲に含まれない領域に対して撮像パラメータを適切に適用す
ることはできなかった。また、プローブの位置姿勢に直ちに追従して撮像パラメータを適
切に変更することはできなかった。そのため、プローブの位置姿勢を変更する場合は、そ
の度に関心領域を指定しなおす必要があった。あるいは、プローブの位置姿勢を固定しな
くてはならないなど、その利用条件が限定されていた。
【００１１】
　例えば披検体上において医師が特に注目したい部位（例えば、ガンの腫瘤や特定の臓器
等）が、Ｂモード画像中に投影される場合に、プローブの位置姿勢を変化させる操作性を
保ちながら注目部位に常にフォーカスを設定した画像を取得することはできなかった。
【００１２】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、プローブの位置姿勢を変更する操作
性を維持しながら、被検体上の注目領域の観察に適切な撮像パラメータを動的に設定し、
高画質な超音波画像を生成する為の技術を提供することを目的とする。
【００１３】
　一方で、ＭＲＩ等の他の画像診断装置で同一被検体を撮像し、注目断面画像と超音波画
像とを比較するようなケースにおいて、注目断面に対応する超音波画像を得る為には、対
象物体全体の３次元超音波画像（ボリュームデータ）を再構成する必要があった。しかし
、注目断面画像を生成するための３次元超音波画像が生成できているかどうかを確認する
ことは困難であった。
【００１４】
　この課題に対して、特許文献３で開示されている技術では、対象物体全体の３次元超音
波画像を取得できたかどうかを確認できるという機能を実現している。しかし、医師が注
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目している特定の注目断面や注目部位の画像を得るために必要な撮影が行われたか否かの
判断を行うことはできなかった。そのため、所望の断面画像の生成、あるいは、断面画像
上の注目領域を含む画像の生成に対して、画像診断装置には冗長な画像の撮像処理と画像
処理、オペレータには冗長なプローブの操作を必要としていた。然るに、本発明の別の目
的は、ＭＲＩ等の他モダリティの注目断面や注目位置に対応する画像の取得を効率的に行
う為の技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の目的を達成するために、例えば、本発明の画像診断装置は以下の構成を備える
。即ち、被検体を撮像する画像診断装置であって、
　超音波診断装置と異なる装置を用いて取得されたボリュームデータにおける注目領域を
取得する注目領域取得手段と、
　プローブの位置姿勢を取得する位置姿勢取得手段と、
　前記位置姿勢から求められる前記プローブの撮像範囲と、前記注目領域と、の位置関係
に基づく撮像パラメータで撮像した超音波画像を取得する超音波画像取得手段と
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の構成によれば、プローブの位置姿勢を変更する操作性を維持しながら、被検体
上の注目領域の観察に適切な撮像パラメータを動的に設定し、高画質な超音波画像を生成
することができる。また、ＭＲＩ等の他モダリティの注目断面や注目位置に対応する画像
の取得を効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置の機能構成例を示すブロック図。
【図２】情報処理部１０００、情報処理部７１００に適用可能なコンピュータのハードウ
ェア構成例を示すブロック図。
【図３】注目領域取得部１０１０が行う処理のフローチャート。
【図４】注目領域を含んだ３次元超音波画像を生成する為の処理のフローチャート。
【図５】基準座標系における注目領域、プローブの撮像領域、これらの交差領域、の一例
を示す図。
【図６】撮像領域となる平面に対して垂直方向から見た場合のプローブ６０１、撮像領域
６０２、交差領域６０３、の関係を示した概略図。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置の機能構成例を示すブロック図。
【図８】対象領域を含んだ３次元超音波画像を生成する為の処理のフローチャート。
【図９】ステップＳ３０１において行う処理の詳細を示すフローチャート。
【図１０】ステップＳ８０１，Ｓ８０３における処理を説明する図。
【図１１】注目領域が点である場合に対象領域を求めるための処理を説明する図。
【図１２】ＭＲＩのボリュームデータ１００１、注目断面１００２、病変部１００３、部
分注目領域１００４の関係を示す図。
【図１３】注目断面の超音波画像の表示例を示す図。
【図１４】注目断面の超音波画像の表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照し、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、以下説明
する実施形態は、本発明を具体的に実施した場合の一例を示すもので、特許請求の範囲に
記載の構成の具体的な実施例の１つである。
【００１９】
　［第１の実施形態］
　本実施形態に係る画像診断装置は、基準座標系で定義された注目領域を撮像するのに適
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切なフォーカス処理によってこの注目領域の撮像を行い、注目領域に合焦した３次元超音
波画像を生成する超音波診断装置である。
【００２０】
　＜本実施形態に係る超音波診断装置の構成について＞
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置の機能構成例を示すブロック図である。図１
に示すように、本実施形態に係る超音波診断装置は、情報処理部１０００、撮像部１１０
０、位置姿勢計測部１２００、により構成されている。
【００２１】
　先ず、位置姿勢計測部１２００について説明する。位置姿勢計測部１２００は、撮像部
１１００の一部を構成する超音波プローブ（不図示）の、現実空間中に定義された基準座
標系における位置と姿勢とを計測し、計測したプローブの位置姿勢を示す位置姿勢情報を
、情報処理部１０００に送信する。位置姿勢計測部１２００としては、磁気センサ、メカ
ニカルセンサ、光学センサ等、何れのセンサを用いても良い。なお、以下の説明では、位
置姿勢計測部１２００の校正は事前に行われており、基準座標系におけるプローブの位置
姿勢情報は取得可能であるものと仮定する。
【００２２】
　ここで基準座標系とは、例えば、本実施形態に係る超音波診断装置が配置される現実空
間中の１点を原点（例えば患者の寝ているベッドのような不動の一点）とし、この原点で
互いに直交する３軸をそれぞれＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸として定義した座標系のことを表す。し
かし、被検体（患者）を剛体とみなすことで被検体座標系（患者座標系）を基準座標系と
して以下の実施形態を実施しても良い。この場合、位置姿勢計測部１２００を用いて被検
体の位置姿勢も計測し、被検体とプローブとの相対位置姿勢関係から、被検体座標系にお
けるプローブの位置姿勢を算出すればよい。なお、被検体座標系とは、被検体上の１点を
原点として定義し、この原点で互いに直交する３軸をそれぞれＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸として定
義した座標系のことを表す。
【００２３】
　次に、撮像部１１００（撮像装置）について説明する。撮像部１１００は、情報処理部
１０００から供給された撮像パラメータに従って、被写体の超音波画像の撮像を行う。そ
して、係る撮像により得られた超音波画像を情報処理部１０００へと送信する。なお、本
実施形態では、撮像部１１００が有する超音波プローブはリニア方式であり、撮像部１１
００が撮像する超音波画像は２次元のＢモード画像であるとする。撮像部１１００は、撮
像パラメータが外部からコントロール可能であることを除いては、一般的な超音波診断装
置と同等の構成でよい。
【００２４】
　次に、情報処理部１０００について説明する。情報処理部１０００は、被検体における
注目領域を撮像するために適切な撮像パラメータを求め、求めた撮像パラメータを撮像部
１１００に送信し、設定する。本実施形態では、撮像パラメータとしてフォーカス位置を
用いる。また、情報処理部１０００は、このような撮像パラメータが設定された撮像部１
１００から超音波画像を取得し、取得した超音波画像を統合して、注目領域に関する３次
元超音波画像を生成する。
【００２５】
　図１に示す如く、情報処理部１０００は、注目領域取得部１０１０、注目領域情報保存
部１０１１、位置姿勢取得部１０２０、交差領域算出部１０２１、パラメータ決定部１０
２２、超音波画像取得部１０３０、画像生成部１０３１、を有する。
【００２６】
　注目領域取得部１０１０は、現実空間中（基準座標系中）において被検体の注目領域を
規定する領域情報を取得する（第１の取得）。この領域情報は、現実空間中における被検
体の注目領域を規定することができるのであれば如何なる情報であっても良く、例えば領
域の中心位置の３次元座標値とその半径を示すものであっても良いし、これを導出するた
めの数式情報であっても良い。本実施形態では、注目領域は球体であり、領域情報は、こ
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の球体の中心の３次元座標値とこの球体の半径とを示す情報であるとする。なお、情報処
理部１０００に対する領域情報の入力形態については特に限定するものではなく、ネット
ワークを介して外部装置から受信しても良いし、ユーザがキーボードやマウス等を操作す
ることで入力しても良い。そして注目領域取得部１０１０は、このようにして入力された
領域情報を取得すると、これを注目領域情報保存部１０１１に一時的に格納する。
【００２７】
　位置姿勢取得部１０２０は、撮像部１１００が有するプローブの、上記基準座標系にお
ける位置姿勢を示す位置姿勢情報を、位置姿勢計測部１２００から取得する（第２の取得
）。そして位置姿勢取得部１０２０は、取得したこの位置姿勢情報を、後段の交差領域算
出部１０２１に送出する。
【００２８】
　交差領域算出部１０２１は、注目領域情報保存部１０１１に格納されている領域情報と
、位置姿勢取得部１０２０から送出された位置姿勢情報とを用いて、次の処理を行う。即
ち、領域情報が規定する注目領域の、位置姿勢情報に基づいて決まる撮像部１１００の撮
像範囲、における断面を交差領域として求める。そして交差領域算出部１０２１は、この
ようにして求めた交差領域を示す情報（交差領域情報）を、後段のパラメータ決定部１０
２２に送出する。また、交差領域算出部１０２１は、領域情報、位置姿勢情報を、後段の
画像生成部１０３１に送出する。
【００２９】
　パラメータ決定部１０２２は、交差領域算出部１０２１から送出された交差領域情報を
用いて、撮像部１１００に設定すべき最適な撮像パラメータを計算する。本実施形態では
、交差領域に該当する被検体上の領域に合焦するようなフォーカス位置を計算する。そし
てパラメータ決定部１０２２は、計算した撮像パラメータを撮像部１１００に送信する。
また、パラメータ決定部１０２２は、求めた撮像パラメータや、撮像パラメータを求める
ために用いた交差領域情報を、後段の画像生成部１０３１に送出する。
【００３０】
　超音波画像取得部１０３０は、撮像部１１００で撮像された超音波画像を取得する。な
お、取得した超音波画像は、パラメータ決定部１０２２が求めた撮像パラメータや、この
撮像パラメータを求めるために用いられた各種の情報と関連づけられるものとする。例え
ば、撮像パラメータと、パラメータ決定部１０２２で用いられた各種の情報と、に同じ識
別子を付加し、撮像された超音波画像にも同じ識別子をつけることで対応づけることがで
きる。また、プローブの位置姿勢ごとに撮像パラメータが一意に決まるような場合には、
プローブの位置姿勢情報を識別情報として用いてもよい。あるいは、パラメータ決定部１
０２２で使用した各種の情報を撮像パラメータと共に撮像部１１００に送信し、超音波画
像に付加して超音波画像取得部１０３０に再度入力するようにしてもよい。
【００３１】
　画像生成部１０３１は、超音波画像取得部１０３０が取得した超音波画像群を統合し、
注目領域を含んだ三次元超音波画像（ボリュームデータ）を生成する。そして、画像生成
部１０３１は、生成した三次元超音波画像を出力する。出力先については特に限定するも
のではなく、ネットワークを介して外部装置に対して送信しても良いし、表示装置に対し
て表示目的で出力しても良い。
【００３２】
　＜超音波診断装置が行う処理手順について＞
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置が行う処理について説明する。図３は、注目領
域取得部１０１０が行う処理のフローチャートである。先ずステップＳ３０１では、注目
領域取得部１０１０は、現実空間中（基準座標系中）において被検体の注目領域を規定す
る領域情報を取得する。次に、ステップＳ３０２では、注目領域取得部１０１０は、この
取得した領域情報を注目領域情報保存部１０１１に一時的に格納する。
【００３３】
　次に、注目領域を含んだ３次元超音波画像を生成する為の処理について、同処理のフロ
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ーチャートを示す図４を用いて以下、説明する。なお、図４のフローチャートに従った処
理は、図３のフローチャートに従った処理が完了した後で実行されるものである。もちろ
ん、図４のフローチャートに従った処理を開始する時点では、超音波診断装置が起動され
て超音波画像を撮像でき、且つプローブの位置姿勢も計測されている。
【００３４】
　先ず、ステップＳ４０１では、位置姿勢取得部１０２０は、プローブの位置姿勢情報を
位置姿勢計測部１２００から取得し、取得した位置姿勢情報を、後段の交差領域算出部１
０２１に送出する。次に、ステップＳ４０２では、交差領域算出部１０２１は、プローブ
の位置姿勢情報を用いて、基準座標系におけるプローブの撮像領域（撮像範囲）を示す情
報（撮像領域情報）を算出する。ここで、撮像領域とは、このプローブが撮像する画像中
に捕捉される現実空間中の領域を表す情報である。撮像領域は、現実空間中における平面
（撮像平面）と、その平面上の領域によって定義される。撮像平面は、プローブの位置姿
勢によって基準座標系内に一意に定義される。一方、平面上の領域は、振動子の数と振動
子間のピッチ、および、超音波信号を送信する方向の深さ等に基づいて算出される。なお
、振動子の数、ピッチやビームフォーミングのモデルなどは既知の情報であるものとする
。
【００３５】
　次に、ステップＳ４０３では、交差領域算出部１０２１は、注目領域情報保存部１０１
１に格納されている領域情報と、ステップＳ４０２で算出された撮像領域情報と、を用い
て、撮像領域における注目領域の断面を交差領域として求める。本実施形態では、注目領
域を球体で表現しているので、算出された交差領域は、超音波画像上における円（中心座
標と半径）によって記述される。なお、空間中の球を平面で切断した場合の平面上におけ
る円のパラメータは初歩的な幾何学を用いて導出可能であるので、ここでの詳細な説明は
省略する。
【００３６】
　図５は、基準座標系における注目領域、プローブの撮像領域、これらの交差領域、の一
例を示す図である。図５において５０１は注目領域（球体）、５０２はプローブ、５０３
は、プローブの位置姿勢情報に基づいて算出された撮像領域、５０４は、撮像領域５０３
における注目領域５０１の断面を示す円（交差領域）である。なお、図５では、図中に示
された注目領域５０１のうち、交差領域５０４より手前にあたる部分は、説明を容易にす
るため省略されている。
【００３７】
　そして交差領域算出部１０２１は、このようにして求めた交差領域を示す情報（交差領
域情報）を、後段のパラメータ決定部１０２２に送出する。また、交差領域算出部１０２
１は、領域情報、位置姿勢情報を、後段の画像生成部１０３１に送出する。
【００３８】
　次に、ステップＳ４０４では、交差領域算出部１０２１は、ステップＳ４０３で交差領
域を求めることができたか否かを判断する。係る判断の結果、交差領域を求めることがで
きなかった場合には、処理をステップＳ４０１に戻し、次の時刻に入力されるプローブの
位置姿勢情報に基づいて、ステップＳ４０１～Ｓ４０３の処理を繰り返す。一方、交差領
域を求めることができた場合には、処理をステップＳ４０５に進める。
【００３９】
　ステップＳ４０５では、パラメータ決定部１０２２は、交差領域情報に基づいて撮像パ
ラメータを求める。図６は、撮像領域となる平面に対して垂直方向から見た場合のプロー
ブ６０１、撮像領域６０２、交差領域６０３、の関係を示した概略図である。図６では、
交差領域６０３は、撮像領域６０２を示す平面上の領域として捉えることができる。
【００４０】
　フォーカス位置６０５の決定方法には様々なものがあり、本実施形態では、ユーザが何
れかを選択しても良いし、予め定められた決定方法を用いても良い。例えば、交差領域６
０３の境界付近にフォーカスを当てたい場合には、走査線６０４ごとに独立して、交差領



(9) JP 5400466 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

域６０３までの距離をフォーカス位置６０５として決定する。また、交差領域６０３の内
部にフォーカスを当てたい場合には、６０６に示すように、走査線６０４と交差領域６０
３との交点（２点）の中間位置をフォーカス位置としてもよい。また、交差領域６０３の
中心点までの距離を、全走査線に共通のフォーカス位置として設定してもよい。その他、
交差領域６０３にフォーカスを合わせられる方法であれば、どのような決定方法でもよい
。例えば、特許文献１で開示されているようなフォーカス位置の決定方法を適用すること
も可能である。
【００４１】
　次に、ステップＳ４０６では、パラメータ決定部１０２２は、求めた撮像パラメータを
撮像部１１００に送出する。これにより撮像部１１００は、パラメータ決定部１０２２が
求めた撮像パラメータを自身に設定し、設定した撮像パラメータに従って超音波画像を撮
像することができる。そして撮像部１１００は、この撮像した超音波画像を情報処理部１
０００に送信する。また、パラメータ決定部１０２２は、求めた撮像パラメータや、撮像
パラメータを求めるために用いた交差領域情報を、後段の画像生成部１０３１に送出する
。
【００４２】
　また、ステップＳ４０６では、超音波画像取得部１０３０は、撮像部１１００から送信
された超音波画像を取得し、これを後段の画像生成部１０３１に送出する。次に、ステッ
プＳ４０７では、画像生成部１０３１は、超音波画像取得部１０３０から送出された超音
波画像を情報処理部１０００内の不図示のメモリ内に蓄積する。このとき上述の通り、超
音波画像は、パラメータ決定部１０２２が求めた撮像パラメータや、この撮像パラメータ
を求めるために用いられた各種の情報と関連づけられる。
【００４３】
　そして、画像生成部１０３１は、この時点までに保存されている全ての超音波画像を用
いて、プローブの位置姿勢情報を用いた三次元再構成処理を行って、三次元超音波画像（
ボリュームデータ）を生成する。三次元再構成処理は、複数の超音波画像から三次元ボリ
ュームを再構成できる処理であればどのような方法でも構わない。一例として、以下の文
献に記されている方法を用いることができる。
【００４４】
　・　A. Fenster, "3-Dimensional Ultrasound Imaging," Imaging Economics, 2004.
　以上説明したような、ステップＳ４０１～ステップＳ４０７の処理は、撮像部１１００
による超音波画像送信レートに従って繰り返される。ユーザが通常の診断と同様の操作で
プローブの位置姿勢を変更すると、超音波画像の撮像が繰り返され、プローブがどの位置
姿勢にあっても、注目領域を撮像するために適切な撮像パラメータが設定される（即ち、
注目領域に常にフォーカス処理が施される）。そして、それらの画像を統合することで、
注目領域に合焦した三次元超音波画像を生成することが可能となる。
【００４５】
　なお、本実施形態では、情報処理部１０００と撮像部１１００とを別個の装置としてい
るが、１つの装置にまとめても良いし、本実施形態に係る上記機能が実現されるのであれ
ば、システムの構成は特に限定するものではない。また、例えば、ＭＲＩのような三次元
医用画像撮影装置内部に情報処理部１０００を構成し、超音波診断装置の撮像パラメータ
を制御するようなシステムとして実施することもできる。
【００４６】
　以上の説明により、本実施形態によれば、被検体上の注目部位の観察に適切な撮像パラ
メータを適用できるようになる。また、プローブの位置姿勢が変化しても直ちに追従して
撮像パラメータが適切に変更されるので、関心領域を指定しなおす手間を省くことができ
る。そのため、ユーザの操作性を損なわずに注目部位の観察を行うことが可能となる。
【００４７】
　また、撮像以前に注目領域を指定することが可能となり、他の三次元画像データに基づ
いて注目領域を指定することも可能となる。さらに、注目領域の観察に適切な撮像パラメ
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ータで撮影された複数の画像（それぞれの画像は注目領域を部分的に含んでいる）を統合
することで、注目領域全体の高品位な画像を得ることが可能となる。
【００４８】
　ここで、以下に幾つかの変形例を示すが、これらの変形例は単に第１の実施形態のみの
変形例として扱われるべきではなく、第２以降の実施形態の変形例や、幾つかの実施形態
の組み合わせに対する変形例として捉えられるべきである。
【００４９】
　＜変形例１＞
　第１の実施形態では、注目領域を球体として表現していた。しかし、注目領域の表現方
法はこれに限定されるものではない。また、第１の実施形態で説明したように、注目領域
取得部１０１０による注目領域の領域情報の取得形態については様々なものがあり、何れ
か１つに限定するものではない。
【００５０】
　例えば、注目領域の領域情報を、ＭＲＩやＣＴやＰＥＴなど別のモダリティが撮影した
３次元医用画像から取得してもよい。この場合、３次元医用画像中における注目部位の領
域を自動、半自動、あるいは手動で抽出し、これを注目領域の領域情報としてもよい。注
目領域としては、例えば、ＭＲＩで撮影したボリュームデータ中におけるガンの腫瘤の疑
いがある領域や、セグメンテーションされた臓器などの３次元領域が挙げられる。
【００５１】
　注目領域の領域情報は、例えば、ラベル付けされたボリュームデータ（３次元点群の集
合）として記述される。あるいは、得られた領域を球や矩形によって近似してもよいし、
より簡略的に注目部位の位置（中心位置、重心位置）を表す３次元座標のみで記述しても
よい。また、セグメンテーションの結果を関数（例えば陰多項式）によって記述してもよ
い。注目領域取得部１０１０は、上記のセグメンテーションを行う装置、あるいはその結
果を保持している装置から、注目領域の領域情報を取得する。このようにして取得した領
域情報を元に、マウスやキーボードなどの入力装置を介して、ユーザが注目領域を拡大、
縮小するなどの操作を行ってもよい。
【００５２】
　なお、３次元医用画像と基準座標系との位置合わせは、他の手段によって既に済んでい
るものと考える（すなわち、３次元医用画像の座標系から基準座標系への座標変換が可能
と考える）。また、超音波画像上で注目領域を２次元的に指定し、プローブの位置姿勢情
報に基づいてこれを基準座標系における注目領域の領域情報に変換してもよい．
　＜変形例２＞
　第１の実施形態では、注目領域を三次元形状データとして説明しているが、他の医用画
像撮影装置（例えばＭＲＩ）の三次元形状データ内の任意断面を注目領域として指定する
こともできる。
【００５３】
　この場合は、ステップＳ３０１において、ＭＲＩの三次元形状データをＧＵＩ上にボリ
ュームレンダリングで表示し、マウスやキーボードを用いた操作でＭＲＩの三次元形状デ
ータ上の断面を指定する。そして、この断面を基準座標系における平面に座標変換する。
また、ステップＳ４０３では、注目する平面とプローブの撮像領域を示す平面との交線と
して交差領域５０４が取得される。また、ステップＳ４０５では、上記の交線に対してそ
れぞれの走査線ごとにフォーカスを設定する。また、ステップＳ４０７では、撮像部１１
００で撮像された超音波画像の交線上のピクセル画素値を注目する平面の画素値として投
影することで、指定したＭＲＩの任意断面に対応する二次元の超音波画像を生成してもよ
い。即ち、本変形例によれば、ＭＲＩのような医用画像撮影装置の三次元形状データにお
ける断面と同じ領域における高画質な超音波画像を取得することができる。
【００５４】
　＜変形例３＞
　第１の実施形態では、領域情報が示す領域（注目領域）と撮像領域との交差領域を用い
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て撮像パラメータを定めていた。しかし、プローブと注目領域との位置関係（プローブの
位置姿勢情報に基づいて決まる撮像範囲と、領域情報が示す領域と、の位置関係）に基づ
いて撮像パラメータを定める方法であれば、これ以外の方法を用いても良い。
【００５５】
　例えば、撮像領域と注目領域との間に交差領域が存在しない場合であっても、注目領域
に最も近い撮像領域内の１点を選択し、この１点までの距離をフォーカス値として設定し
てもよい。例えば、注目領域が点で指定されている場合には、殆どの場合に撮像領域との
交差が発生しないので、この注目点から撮像平面に降ろした垂線の足の座標をフォーカス
位置とすることになる。また、より簡便には、プローブ座標系における注目領域の重心点
の奥行き方向の座標を単純にフォーカス位置としてもよい。
【００５６】
　＜変形例４＞
　第１の実施形態では、撮像パラメータがフォーカス位置である場合について説明したが
、他の種類のパラメータであっても良い。例えば、STC、デプス、フォーカス域、音圧の
調整を行ってもよい。
【００５７】
　例えば、フォーカス域の調整を行う場合には、ステップＳ４０６において、走査線６０
４と交差領域６０３との交線がフォーカス域内に収まるように撮像パラメータを調整すれ
ばよい。また、デプスの調整を行う場合には、撮像平面（撮像領域を含む平面）と注目領
域との交差領域を算出し、その交差領域が撮像領域に含まれるようにデプスを調整すれば
よい。また、音圧の調整を行う場合には、対象領域の重心位置に応じて音圧の大きさを調
整する（重心位置が遠ければ音圧を大きく、近ければ音圧を小さくする）。これらのパラ
メータは何れか１つのみを調整しても良いし、複数個のパラメータを調整しても良い。
【００５８】
　＜変形例５＞
　第１の実施形態では、撮像部１１００が取得した超音波画像を合成して三次元超音波画
像を生成していたが、この構成は必ずしも必要ではない。例えば、撮像部１１００の撮像
パラメータを制御するだけの構成であってもよい。この場合、撮像部１１００が撮像した
画像をモニタ等の表示装置に表示すればよい。
【００５９】
　＜変形例６＞
　第１の実施形態では、撮像される超音波画像は、２次元の画像を取得する１次元アレイ
のプローブを用いていた。しかし、３次元の画像を取得する２次元アレイのプローブを用
いた場合でも第１の実施形態で説明した効果と同様の効果を得ることができることは言う
までもない。この場合、注目領域と撮像領域との交差領域は、基準座標系における三次元
領域となる。
【００６０】
　＜変形例７＞
　取得した超音波画像の全体を利用して３次元ボリュームデータを生成するのではなく、
注目領域の情報のみを用いて注目領域のみの３次元再構成を行ってもよい。この場合、注
目領域の画素値を交差領域６０３の画素値から決定する場合に、撮像が好適に行われてい
ることが期待できる交差領域６０３の一部の画素のみを取得して注目領域の画素値として
もよい。
【００６１】
　例えば、フォーカス域の長さを固定長とし、交差領域６０３と走査線６０４とが重なる
線分のうち、フォーカス域内となる線分上の画素のみを注目領域の画素値として取得する
ようにしてもよい。このとき、注目領域情報保存部１０１１に格納されている領域情報の
うち、注目領域においてフォーカス域に収まる超音波画像の画素値を取得済みの領域と未
取得の領域とを識別できるようにすることもできる。注目領域のうち未取得の領域に対し
て、ステップＳ４０１～Ｓ４０８の処理を繰り返すことにより、特定のフォーカス域内に
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収まる画素のみで構成された注目領域の超音波画像を生成すると、注目領域全体がフォー
カス域に収まる超音波画像の画素値で生成できる。未取得の領域の識別方法の一例として
は、座標やボリュームデータにおけるボクセル、平面や直線上のピクセルごとにフラグを
たてるような方法でもよいし、未取得の領域を示す情報を別に追加してもよい。
【００６２】
　＜変形例８＞
　ステップＳ４０６において、基準座標系における注目領域とプローブとの位置関係に加
えて、生体内の超音波の減衰を考慮して撮像パラメータを決定してもよい。例えば、基準
座標系における注目領域とプローブとの位置関係を用いて、超音波が伝達する生体の周波
数依存性減衰（frequency dependent attenuation:FDA）を特定することができる（皮膚
、乳房、臓器等）。超音波の周波数ごとに、超音波エコーの減衰量を算出することができ
る。プローブの位置姿勢ごとに、注目領域に照射、反射する超音波の強度の減衰量を算出
し、注目領域中の各点に送信される超音波の強度や受信時の超音波の強度が一様になるよ
うな撮像パラメータ決定を行ってもよい。
【００６３】
　＜変形例９＞
　ステップＳ４０６において、プローブの撮像領域と注目領域との交差領域６０３が撮像
領域６０２に含まれる場合、交差領域６０３に重ならない走査線６０４を注目領域にあた
るように、走査線の方向を制御してもよい。すなわち、交差領域６０３に、プローブのす
べての走査線が重なるように走査線６０４の向きを変更するように撮像パラメータを決定
してもよい。プローブの走査線の向きの変更方法の一例としては、プローブの振動子の時
間遅延を変更するような方法でよいし、他の方法であってもかまわない。
【００６４】
　［第２の実施形態］
　本実施形態では、注目領域の表現形態（球体、直方体、点など）に応じて交差領域を求
める方法を変更する。なお、本実施形態以降では、既に説明した実施形態との差分につい
てのみ説明し、それ以外については、特に触れない限りは、既に説明した実施形態と同じ
であるものとする。
【００６５】
　＜本実施形態に係る超音波診断装置の構成について＞
　図７は、本実施形態に係る超音波診断装置の機能構成例を示すブロック図である。図７
に示すように、本実施形態に係る超音波診断装置は、情報処理部７１００、撮像部１１０
０、位置姿勢計測部１２００、により構成されている。即ち、情報処理部７１００以外に
ついては第１の実施形態と同じである。従って、以下では、情報処理部７１００について
説明する。
【００６６】
　図７に示す如く、情報処理部７１００は、注目領域取得部１０１０、注目領域情報保存
部１０１１、位置姿勢取得部１０２０、対象領域算出部７１２１、パラメータ決定部１０
２２、超音波画像取得部１０３０、表示部７１３２を有している。即ち、対象領域算出部
７１２１、表示部７１３２以外については図１に示したものと同じであり、その説明につ
いても第１の実施形態と同じであるので、以下では主に、対象領域算出部７１２１、表示
部７１３２について説明する。
【００６７】
　本実施形態においても、注目領域取得部１０１０は領域情報を取得するのであるが、こ
の領域情報については第１の実施形態でも触れたように、様々な表現形態が考え得る。例
えば、注目領域が点（注目点）の場合には、基準座標系における注目点の３次元座標を領
域情報として取得することになる。また、立体形状を有する注目領域を、直方体や多面体
等の他の形状によって記述してもよい。
【００６８】
　また、領域情報を、ラベル付けされたボリュームデータ（３次元点群）として記述する
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こともできるし、注目領域を表す点群を多面体や多項式によって近似することもできる。
特に、核磁気共鳴映像装置（ＭＲＩ）等の他のモダリティで事前に撮影した３次元医用画
像から腫瘤等の注目部位を抽出し、これを注目領域とする場合には、これらの表現方法が
有効である。この場合、超音波診断装置とネットワーク接続されたＭＲＩや画像サーバ上
にある領域情報が記載されたファイル等をユーザが指定し、これを注目領域取得部１０１
０が読み込む構成であることが望ましい。
【００６９】
　なお、他のモダリティのデータを使用する場合、基準座標系に対するデータの位置合わ
せは他の手段によって既に済んでおり、このデータは既に基準座標系へと座標変換されて
いるものとする。あるいは、このモダリティの画像を定義する座標系を基準座標系として
用いてもよい。
【００７０】
　対象領域算出部７１２１は、注目領域情報保存部１０１１に格納されている領域情報と
、位置姿勢取得部１０２０から送出された位置姿勢情報とを用いて、撮像パラメータを求
めるために用いる領域を対象領域として求める処理を行う。そして対象領域算出部７１２
１は、このようにして求めた対象領域を示す情報（対象領域情報）を、後段のパラメータ
決定部１０２２に送出する。また、対象領域算出部７１２１は、領域情報、位置姿勢情報
を、後段の画像生成部１０３１に送出する。
【００７１】
　表示部７１３２は、画像生成部１０３１が生成した超音波画像を表示したり、ユーザに
対するＧＵＩ（グラフィカルユーザインターフェース）を表示したりすることができる。
なお、画像生成部１０３１による画像生成と表示部７１３２による画像表示は、撮像部１
１００による撮像ごとに逐次実行することや、所定回数の撮像、所定時間の撮像ごとに実
行することもできる。これらは、ユーザからの指示入力により設定される。
【００７２】
　＜超音波診断装置が行う処理手順について＞
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置が行う処理について説明する。注目領域取得部
１０１０が行う処理については第１の実施形態と同様であるので、同処理は図３に示した
フローチャートに従ったものとなるが、本実施形態では様々な表現形態の領域情報の入力
を許容する。
【００７３】
　注目領域が球体の場合は、第１の実施形態と同様、領域情報は、球体の３次元座標値と
球体の半径を示す。また、注目領域が直方体や多面体の場合は、領域情報は、各頂点の座
標や、直方体、多面体の位置と領域を示す数式を示す。また、注目領域が点（注目点）の
場合は、領域情報は、注目点の座標を示す。さらに、注目領域がラベル付きのボリューム
データの場合は、領域情報は、点群を示しても良いし、ボリュームデータの位置、形状を
示す数式や情報を示しても良い。
【００７４】
　このように、本実施形態では、様々な領域情報の入力を許容する。もちろん、このよう
な領域情報が記述されたファイルを注目領域取得部１０１０が読み込むことで、このファ
イルを取得するようにしても良い。そしてこのような領域情報は、注目領域情報保存部１
０１１に一時的に格納される。
【００７５】
　次に、対象領域を含んだ３次元超音波画像を生成する為の処理について、同処理のフロ
ーチャートを示す図８を用いて以下、説明する。なお、図８において図４と同じ処理を行
うステップには同じステップ番号が付されており、その説明は省略する。
【００７６】
　なお、図８のフローチャートに従った処理は、図３のフローチャートに従った処理が完
了した後で実行されるものである。もちろん、図８のフローチャートに従った処理を開始
する時点では、超音波診断装置が起動されて超音波画像を撮像でき、且つプローブの位置
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姿勢も計測されている。
【００７７】
　ステップＳ８０１では、対象領域算出部７１２１は、注目領域情報保存部１０１１に格
納されている領域情報と、ステップＳ４０２で算出された撮像領域情報と、を用いて、撮
像パラメータを求める為に用いる対象領域を求める。ここで、対象領域算出部７１２１は
、注目領域の表現形態に応じて予め定めた適切な方法を選択し、選択した方法に従って対
象領域を算出する。
【００７８】
　具体的には、注目領域が球体、直方体、多面体、ラベル付きボリュームデータのそれぞ
れの形状で表現されている場合には、注目領域と撮像領域との交差領域を対象領域として
算出する。一方、注目領域が点によって表現されている場合には、その近傍領域を対象領
域として算出する。なお、このような、注目領域の表現形態と、それに対応する対象領域
算出方法と、の関連付けは予め成されており、対象領域算出部７１２１が管理しているも
のとする。
【００７９】
　例えば、注目領域が球体である場合、第１の実施形態と同様、対象領域算出部７１２１
は、注目領域と撮像領域との交差領域を対象領域として算出する。また例えば、注目領域
が直方体の場合、対象領域算出部７１２１は、球体の場合と同様に、注目領域と撮像領域
との交差領域を対象領域として算出する。具体的には、直方体の各平面と、撮像領域を示
す平面と、の交線で構成する多角形の領域を対象領域とする。
【００８０】
　また例えば、注目領域が多面体の場合、対象領域算出部７１２１は、球体の場合と同様
に、注目領域と撮像領域との交差領域を対象領域として算出する。具体的には、多面体の
全平面と撮像領域を示す平面と、の交線で構成する多角形の領域を対象領域とする。
【００８１】
　また例えば、注目領域がラベル付きのボリュームデータで示される場合、対象領域算出
部７１２１は、ボリュームデータの各点から撮像領域を示す平面までの距離が所定の閾値
以内である垂線の足となる点を抽出する。そして、抽出された撮像領域上の垂線の足とな
る点群の凸包となる領域を対象領域とする。
【００８２】
　ここで、交差領域が明確に定まる場合には交差領域を対象領域として算出することが望
ましいが、注目領域が点である場合、通常のプローブの操作において、撮像領域と注目領
域との間に、交差領域の発生する頻度が低い場合がある。この場合は、図１１に示すよう
に注目領域５０１から撮像領域５０３に垂線９０１を下ろし、その垂線９０１の足となる
撮像領域５０３上の点で生成される近傍領域９０２を、対象領域として算出する。この近
傍領域９０２を対象領域として用いることで、交差領域５０４と同じように超音波診断装
置のフォーカス位置を調整することができる。
【００８３】
　即ち、注目領域が点である場合、注目領域５０１は３次元座標で示される注目点となり
、対象領域算出部７１２１は、この注目点に対する近傍領域を算出する。対象領域算出部
７１２１は、この注目点から撮像領域５０３に下ろした垂線９０１が所定の閾値以下の長
さである場合に、垂線の足となる撮像領域５０３上の点を近傍領域９０２として算出し、
この領域（点）を対象領域とする。
【００８４】
　なお、対象領域算出で求める領域の選択方法は、前述の方法に限られるものではない。
例えば、注目領域と撮像領域との交差領域が存在する場合には交差領域を対象領域とし、
交差領域が存在しない場合には近傍領域を求めてこれを対象領域とする等、任意の方法を
設定することができる。また、撮影作業中に、ユーザの指示入力により、交差領域、近傍
領域のいずれを用いるか変更することも可能である。
【００８５】
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　そして対象領域算出部７１２１は、このようにして求めた対象領域を示す情報（対象領
域情報）を、後段のパラメータ決定部１０２２に送出する。また、対象領域算出部７１２
１は、領域情報、位置姿勢情報を、後段の画像生成部１０３１に送出する。
【００８６】
　次に、ステップＳ８０２では、対象領域算出部７１２１は、ステップＳ８０１で対象領
域を求めることができたか否かを判断する。係る判断の結果、対象領域を求めることがで
きなかった場合には、処理をステップＳ４０１に戻し、次の時刻に入力されるプローブの
位置姿勢情報に基づいて、ステップＳ４０１、Ｓ４０２、Ｓ８０１の処理を繰り返す。一
方、対象領域を求めることができた場合には、処理をステップＳ８０３に進める。
【００８７】
　ステップＳ８０３では、パラメータ決定部１０２２は、対象領域情報に基づいて撮像パ
ラメータを求める。本ステップにおける処理は、実質的には上記ステップＳ４０５におけ
る処理と同じである。例えば、走査線ごとに独立して、走査線と対象領域とが重なる線分
の手前側の端点をフォーカス位置して決定する。これによると、特に対象領域が交差領域
である場合には注目領域の境界付近にフォーカスを合わせることができる。
【００８８】
　なお、フォーカス位置の決定方法は第１の実施形態でも述べたように、これに限られる
ものではない。例えば、特定部位に合わせた最高のフォーカス位置を決定する前に、臓器
のような広い領域内部全体を撮像したい場合には、対象領域の中心点までの距離を、全走
査線に共通のフォーカス位置として設定することもできる。
【００８９】
　最後に、ステップＳ４０８では、表示部７１３２は、画像生成部１０３１が生成した３
次元超音波画像（ボリュームデータ）を表示する。例えば、他モダリティで撮像した断面
画像と比較したい場合には、ユーザからの指示により、表示部７１３２は３次元超音波画
像をそれぞれ直交する３断面で表示する。
【００９０】
　ここで、ボリュームデータの表示は、ユーザの目的に応じて、どのような表示方法であ
ってもよく、例えば、ユーザが立体的な形状を観察する場合には、ボリュームレンダリン
グの表示を指定することもできる。また、ボリュームデータが外接する直方体の各平面に
投影したＭＩＰ（Maximum Intensity Projection）画像を生成し、そのＭＩＰ画像を表示
できるような表示であってもよい。ユーザの指示により、超音波画像の表示の有無と、表
示方法は、あらかじめ超音波診断装置に設定しておくことも、撮像作業中に切り替えるこ
とも可能である。
【００９１】
　また、ユーザの指示により、ステップＳ４０８の画像表示処理を行うように指定された
場合は、ステップＳ４０１～ステップＳ４０８の処理が送信レートに応じて繰り返される
。これにより、ユーザの撮像操作中に、画像生成部１０３１が、注目領域に合焦した３次
元超音波画像を逐次生成し、かつ、表示部７１３２が、この生成された３次元超音波画像
を逐次表示することも可能となる。
【００９２】
　［第３の実施形態］
　第２の実施形態では、ユーザによる数値の直接入力や、他のモダリティの３次元画像か
ら得たボリュームデータに基づいて注目領域を指定していた。本実施形態では、第２の実
施形態とは異なる方法によって注目領域の設定を行う。具体的には、ユーザが、撮像部１
１００が撮像した超音波画像を見ながらプローブを操作し、注目する超音波画像上でユー
ザが指示した領域に基づいて注目領域を設定する点が、第２の実施形態と異なっている。
以下、本実施形態について、第２の実施形態との相違部分についてのみ説明する。
【００９３】
　＜本実施形態に係る超音波診断装置の構成について＞
　本実施形態に係る超音波診断装置の構成については第２の実施形態と同じであるが、注
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目領域取得部１０１０の機能が第２の実施形態と異なっている。また、位置姿勢取得部１
０２０が取得した位置姿勢情報が注目領域取得部１０１０にも供給される点と、超音波画
像取得部１０３０が取得した超音波画像が注目領域取得部１０１０にも供給される点も第
２の実施形態と異なる。
【００９４】
　注目領域取得部１０１０は、超音波画像取得部１０３０から供給される超音波画像上で
ユーザが指定した領域（注目領域）についての情報を収集する。そして注目領域取得部１
０１０は、この収集した情報と、位置姿勢取得部１０２０から供給された位置姿勢情報と
、を用いて、基準座標系において注目領域を規定する領域情報を求める。
【００９５】
　＜超音波診断装置が行う処理手順について＞
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置が行う処理について説明する。注目領域取得部
１０１０が行う処理については、図３に示したフローチャートにおいて、ステップＳ３０
１において以下の処理を行う。
【００９６】
　ステップＳ３０１において、注目領域取得部１０１０は、超音波画像取得部１０３０か
ら注目超音波画像を取得する。この取得は、例えば、ユーザからの入力指示に基づいたも
のであっても良い。そして注目領域取得部１０１０は、この取得した超音波画像を逐次的
に（ライブの動画像として）表示部７１３２に表示させる。ユーザはこの表示部７１３２
に表示された超音波画像を見ながら、注目領域を指定する。例えば、注目する病変が描出
されている超音波画像が映し出されるように患部にプローブを固定した状態で、キーボー
ドの所定のキー（以下では「静止画取得キー」と称す）を押す。注目領域取得部１０１０
は、「静止画取得キー」が押された時点で表示部７１３２に表示されている超音波画像を
注目超音波画像として、表示部７１３２に表示しつづける。さらに、この注目超音波画像
を撮像したときの撮像部１１００の位置姿勢情報を位置姿勢取得部１０２０から取得し、
これを不図示のメモリに格納する。
【００９７】
　注目領域取得部１０１０は更に、注目超音波画像上でユーザにより指定された領域に係
る情報を収集する。具体的には、表示部７１３２に表示されている注目超音波画像上でユ
ーザが注目領域を指定する為のＧＵＩを提供し、ユーザが指定した注目領域に係る情報を
収集する。そして、注目領域取得部１０１０は、この収集した情報と、注目超音波画像を
撮像した時点で位置姿勢取得部１０２０から供給された位置姿勢情報と、に基づいて、基
準座標系における注目領域を規定する領域情報を求める。
【００９８】
　なお、注目超音波画像上においてユーザが領域を指定する方法としては、例えば、超音
波画像上で円形の領域（円の中心点と円周上の任意の一点）を指定する方法などを用いれ
ばよい。そして、指定された円と同一中心、同一半径からなる球を注目領域として決定す
る。なお、画像上における領域指定の方法は他の何れの方法であってもよく、通常のペイ
ントツールなどで用いられているような、矩形や自由形状を入力する等の何れの方法を用
いてもよい。また、画像上の点や点の集合を種として指定し、それらと類似した画像特徴
を有する領域を自動抽出した結果（あるいは、その領域を近似する円）を利用してもよい
。これらの方法で画像上の領域を指定した場合には、基準座標系における注目領域として
、例えばこれらの領域を適当な軸で回転させた回転楕円体や、幾つかの軸で回転させた回
転楕円体の積を設定すればよい。また、注目超音波画像上において注目する位置を点で指
定して、基準座標系における点の位置として注目領域を記述してもよい。あるいは、２枚
以上の注目超音波画像上で何れかの方法によって領域を指定して、それらの領域から視体
積交差法によって導出される３次元の領域を、注目領域としてもよい。以降の点について
は第２の実施形態と同様である。
【００９９】
　以上の説明により、本実施形態によれば、ユーザは任意の位置姿勢にあるプローブで撮
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像した超音波画像を見ながら注目領域を指定することが可能となる。特に、２次元の超音
波画像上に２次元の領域を指定する操作だけで、基準座標系における３次元領域を注目領
域として指定することができる。また、通常の超音波診断装置と同様の操作と表示で撮像
領域に映し出された画像の範囲を注目領域として指定できるため、ユーザにとって、直感
的にわかりやすい注目領域の指定方法となる。
【０１００】
　［第４の実施形態］
　上記実施形態では、被検体上の点あるいは点の３次元的な集合を注目領域として指定し
ていた。本実施形態では、上記実施形態とは異なる注目領域の形態として、被検体上にお
ける断面を注目領域（注目断面）として指定することを特徴とする。特に、他の医用画像
撮影装置（例えばＭＲＩ）によって取得された３次元画像内の任意断面を注目断面として
指定することを特徴とする。そして、注目断面と同一の断面の、高品質な超音波画像を生
成することを特徴とする。以下、第２の実施形態との相違部分についてのみ説明する。
【０１０１】
　＜本実施形態に係る超音波診断装置の構成について＞
　本実施形態に係る超音波診断装置の構成については第２の実施形態と同じであるが、注
目領域取得部１０１０が、領域情報として、断面上における部分注目領域を基準座標系内
で規定する情報を取得する点が、上記の実施形態とは異なっている。また、対象領域算出
部７１２１、パラメータ決定部１０２２、画像生成部１０３１の各部の機能も、注目領域
が断面であることに対応して上記の実施形態とは異なったものとなっている。さらに、表
示部７１３２において、注目断面に対応する超音波画像を表示する点と、部分注目領域に
関する情報を表示する点も、上記の実施形態とは異なっている。
【０１０２】
　注目領域取得部１０１０は、ＭＲＩ等で事前に撮像した被検体の３次元画像を取得し、
取得した３次元画像に含まれている複数の断面（断層像）のうち、何れか１つをユーザに
選択させる。そしてユーザが何れか１つの断面（注目断面）を選択すると、選択した断面
を示す情報（注目断面情報）を生成する。注目断面情報は、例えば、この断面上の１点の
座標及び法線ベクトルによって表現される。
【０１０３】
　更に注目領域取得部１０１０は、注目断面においてユーザが指定した領域（部分注目領
域）を示す情報（部分注目領域情報）を収集する。そして注目領域取得部１０１０は、こ
の収集した情報と、位置姿勢取得部１０２０が取得した位置姿勢情報と、を用いて、基準
座標系において部分注目領域を規定する領域情報を生成する。そして生成した領域情報は
上記実施形態と同様、注目領域情報保存部１０１１に格納される。一方、部分注目領域情
報は、表示部７１３２に送出される。注目領域取得部１０１０についてのより詳細な説明
、及び、対象領域算出部７１２１、パラメータ決定部１０２２、画像生成部１０３１につ
いての説明は、後述する。
【０１０４】
　表示部７１３２は、画像生成部１０３１が生成した注目断面と同一断面の超音波画像の
逐次的な表示を行う。さらに、この超音波画像に、部分注目領域を示す情報を重畳して表
示する。表示部７１３２についてのより詳細な説明は後述する。
【０１０５】
　＜超音波診断装置が行う処理手順について＞
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置が行う処理について説明する。なお、本実施形
態の実施手順は、ＭＲＩで事前に取得した被検体の３次元画像が、注目領域取得部１０１
０に入力された時点から開始される。
【０１０６】
　注目領域取得部１０１０は、図３のフローチャートに従った処理を行うのであるが、ス
テップＳ３０１では、図９に示したフローチャートに従った処理を行う。図９は、ステッ
プＳ３０１において行う処理の詳細を示すフローチャートである。
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【０１０７】
　ステップＳ７０１において、注目領域取得部１０１０は、ＭＲＩから取得した３次元画
像を表示部７１３２に表示されているＧＵＩ上に、ボリュームレンダリングで表示する。
このとき、以降の処理（本ステップの処理はステップＳ７０２の後にも実行される）にお
いて注目断面を指定するパラメータが設定されている場合には、注目断面が切り出された
形で３次元画像をボリュームレンダリングで表示する。また、注目断面の画像を、パース
のついていない２次元画像としても表示する。また、注目領域取得部１０１０は、断面の
操作に関するユーザからの指示を受け付けるためのグラフィック操作用のオブジェクト（
例えば、コントロールポイント）を合わせて表示する。以上の表示を終えた後に、注目領
域取得部１０１０は、ユーザからの指示入力待ち状態となる。
【０１０８】
　ステップＳ７０２では、注目領域取得部１０１０は、ユーザからの操作を判断し、表示
されたコントロールポイントの操作等で注目断面が指定（更新）されたと判断した場合は
、注目断面を表すパラメータを変更し、ステップＳ７０１に処理を戻す。一方、注目断面
を確定する操作が入力されたと判断した場合には、処理をステップＳ７０３に進める。
【０１０９】
　ステップＳ７０３では、注目領域取得部１０１０は、注目断面上における部分注目領域
の指定を受け付ける。受け付けた指定、即ち、部分注目領域情報は、表示部７１３２に送
出する。部分注目領域は、例えば、がんの腫瘤などの病変や異常の可能性の高い領域のよ
うな、注目断面上においてオペレータがさらに注目したい（超音波画像を撮像したい）と
考える部分領域である。部分注目領域は、例えば、ステップＳ７０１で表示部７１３２に
表示したＭＲＩの注目断面の２次元画像上において、ユーザからの操作指示により、円、
楕円、矩形やその他の領域を指定する。図１２は、ＭＲＩのボリュームデータ１００１、
注目断面１００２、病変部１００３、部分注目領域１００４の関係を示す図である。
【０１１０】
　なお、部分注目領域の他の指定方法としては、注目領域取得部１０１０が、ＭＲＩの３
次元画像から別の手段によって自動もしくは手動で抽出された病変領域の位置に関する情
報を取得し、その情報をもとに部分注目領域を決定することも可能である。この場合、例
えば、注目断面１００２上における病変領域をそのまま部分注目領域情報としてもよい。
また、例えば、病変領域を内部に含む楕円や矩形領域を部分注目領域情報としてもよい。
【０１１１】
　図９に戻って、次に、ステップＳ７０４では、注目領域取得部１０１０は、ステップＳ
７０１及びステップＳ７０２の処理によって指定された注目断面を表すパラメータを、基
準座標系を基準とした記述に変換する。これにより、基準座標系において注目領域を規定
する領域情報を生成することができるので、ステップＳ３０２では、この領域情報を注目
領域情報保存部１０１１に格納する。
【０１１２】
　次に、注目断面に合焦した３次元超音波画像を生成する為の処理について、同処理のフ
ローチャートを示す図８を用いて以下、説明する。なお、注目断面に合焦した３次元超音
波画像を生成する為の処理は、図８のフローチャートにおいて以下の変更を行った処理と
なる。
【０１１３】
　ステップＳ４０１，Ｓ４０２については第２の実施形態と同様である。ステップＳ８０
１では、第２の実施形態と同様にして、撮像領域と注目領域との位置関係に基づいて対象
領域を算出する。本実施形態では、図１０に示すように、注目断面を示す平面とプローブ
の撮像領域を示す平面との交線８０１として定義される交差領域を、対象領域として算出
する。
【０１１４】
　ステップＳ８０２については第２の実施形態と同様である。ステップＳ８０３において
、パラメータ決定部１０２２は、第２の実施形態と同様にして、ステップＳ８０１で得た
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対象領域に基づいて撮像パラメータ（夫々の走査線のフォーカス位置）を決定する。本実
施形態では、図１０に示すように、夫々の走査線ごとに、ステップＳ８０１で得られた交
線８０１と走査線との交点を、フォーカス位置として設定する。ステップＳ４０６につい
ては第２の実施形態と同様である。
【０１１５】
　ステップＳ４０７において、画像生成部１０３１は、第２の実施形態と同様に、撮像部
１１００で撮像された超音波画像を保存し、この時点までに保存されている全ての超音波
画像を統合して、注目断面の（注目断面に対応する）超音波画像を生成する。例えば、第
２の実施形態と同様に３次元超音波画像を生成した後に、公知の手法を用いて３次元超音
波画像から注目断面と同一の断面を切り出した画像を生成する。なお、本ステップにおけ
る画像生成処理は、撮像部１１００による超音波画像の送信レートに応じて繰り返し実行
可能な高速な処理であることが望ましい。そのため、画像生成処理は、１時刻前における
本ステップの処理において生成した３次元超音波画像を保持しておき、ステップＳ４０６
で新たに取得した超音波画像を用いて３次元超音波画像を更新するような手法が適してい
る。
【０１１６】
　なお、注目断面の超音波画像を生成する方法はこれに限定されるものではなく、３次元
超音波画像を介さずに注目断面の画像を生成してもよい。例えば、撮像した夫々の超音波
画像上における交線８０１上のピクセルの画素値を、生成する画像上に順次プロットして
いくことによって、３次元超音波画像を介さずに所望の画像を生成することができる。
【０１１７】
　次に、ステップＳ４０８では表示部７１３２は、ステップＳ４０７で生成した注目断面
の超音波画像を表示する。さらに、図１３に示すように、注目断面画像１１０１上に、部
分注目領域１００４の位置を示す表示（同図では点線の円）を行う。なお、この表示は、
ステップＳ７０１と同様に、ＭＲＩの注目断面の画像と並べて表示することが望ましい。
特に、両モダリティの画像を同一の倍率で表示することで、モダリティ間の対応関係を容
易に把握することが可能となる。
【０１１８】
　なお、ステップＳ４０８で行う画像の表示形態は、上記に限定されるものではない。例
えば、ステップＳ７０１と同様にＭＲＩのボリュームレンダリングを行い、さらに、その
注目断面の部分に、生成した超音波画像を重ね合わせて（あるいは差し替えて）表示して
もよい。さらに、このボリュームレンダリングと同一の座標系に、超音波画像の撮像領域
を表す枠（ワイヤーフレーム）や面を表示してもよい。また、その撮像領域内に、ステッ
プＳ４０６で取得した超音波画像を（例えば半透明の状態で）表示してもよい。このよう
な表示を行うことで、注目断面とプローブとの位置関係の把握が容易になる。なお、ステ
ップＳ４０８において何れの形態の表示を行うかは、ユーザの指示入力によって選択可能
であることが望ましい。
【０１１９】
　また、図１４に示すように、ユーザの指示入力により表示部７１３２は、注目断面画像
１１０１における高画質領域１２０１を、他の領域と異なる色や輝度の階調などで区別で
きるように表示することも可能である。ここで、高画質領域１２０１とは、例えば、撮像
された超音波画像を注目断面画像の各画素の生成に用いる際に、閾値以上の数の超音波画
像を用いて生成された画素で構成された領域である。一般に複数の超音波画像を用いて画
像を再構成する場合には、多数の超音波画像を用いる方が高画質になることが知られてい
る。また、この高画質領域は、注目断面上において、撮像された超音波画像からフォーカ
ス位置との距離が所定の閾値内である画素で生成される画素で構成される領域である。フ
ォーカス位置と所定の距離内の画素は、所定の距離より遠い画素よりも精度のよい画素で
撮像されており、これらの画素から再構成された領域は、他の領域よりも高画質な領域と
なる。
【０１２０】
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　以上で説明した処理は、撮像部１１００による超音波画像の送信レートに応じて繰り返
し実行される。その結果、ユーザが通常の診断と同様の操作でプローブの位置姿勢を変更
すると、超音波画像の撮影が繰り返され、プローブがどの位置姿勢にあっても注目断面の
観察に適切な撮像パラメータが設定される（すなわち、注目断面に常にフォーカス処理が
施される）。そして、それらの画像を統合することで、注目断面に合焦した、断面の高品
質な超音波画像を生成することが可能となる。
【０１２１】
　さらに、送信レートに応じて上記処理を繰り返し実行することで、ユーザの撮像操作中
に注目断面の超音波画像が逐次的に生成され、かつ、生成された（その時点における）超
音波画像が逐次的に表示される。これにより、ユーザは目的とする超音波画像を目視しな
がら撮像が十分か否か、あるいは撮像位置が適切か否かを判断することができる。さらに
、部分注目領域の位置に関する情報を重畳表示することによって、ＭＲＩの注目断面上で
描出されている（超音波で撮像すべき）病変部の位置や、その部位の画像が生成されてい
るか否かを、一目瞭然で確認できる。その結果、目的とする超音波画像を効率的に取得す
ることが可能となる。以上に示した手順により、ＭＲＩの注目断面に対応する高画質な超
音波画像を、効率的な作業によって撮像することが可能となる。
【０１２２】
　なお、本実施形態では、ステップＳ４０７及びステップＳ４０８の処理を取得フレーム
ごとに実行していたが、この処理は必ずしも取得フレームごとに実行しなくてもよい。例
えば、ステップＳ４０７及びステップＳ４０８の処理がフルフレームで処理できない場合
には、数フレーム毎にステップＳ４０７及びステップＳ４０８の処理をバックグラウンド
で実行するような構成としてもよい。あるいは、ステップＳ４０１からステップＳ４０６
までの撮像処理を十分なフレームだけ実行して、その後に、ステップＳ４０７及びステッ
プＳ４０８の処理を実行するという構成にすることも可能である。
【０１２３】
　なお、本実施形態では、注目断面上の部分注目領域として２次元画像の例を示したが、
３次元の注目領域における部分注目領域の場合であっても、同様に実施できることはいう
までもない。
【０１２４】
　＜変形例１＞
　上記実施形態では撮像パラメータを決定し、決定した撮像パラメータを用いて撮像部１
１００を制御していた。しかし、決定した撮像パラメータはユーザが手動で設定しても良
い。この場合、情報処理部７１００は決定した撮像パラメータを表示部７１３２に表示す
る。ユーザはこの表示を見ると、表示された撮像パラメータを手動で撮像部１１００に設
定する。
【０１２５】
　＜変形例２＞
　上記実施形態では、画像診断装置の例として超音波エコーを計測する超音波画像診断装
置について説明したが、画像診断装置はこれ以外のモダリティであってもよい。例えば、
レーザー光源と受信用の超音波探触子を有するプローブを用いて被検体を撮像する光音響
トモグラフィ（ＰＡＴ：Photo-acoustic Tomography）装置であってもよい。この場合、
例えば撮像パラメータとして、撮像領域上における対象領域の位置に応じて、レーザーの
強度を調整することなどが可能である。なお、これまでに説明した様々な実施形態、変形
例は適宜組み合わせても良い。
【０１２６】
　［第５の実施形態］
　図１に示した情報処理部１０００を構成する各部、図７に示した情報処理部７１００を
構成する各部は何れも、上記実施形態ではハードウェアで構成されているものとして説明
した。しかし、注目領域情報保存部１０１１についてはメモリで、表示部７１３２につい
てはモニタで、その他の各部についてはコンピュータプログラムで実装しても良い。この



(21) JP 5400466 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

場合、注目領域情報保存部１０１１をメモリとして有し、表示部７１３２をモニタとして
有し、その他の各部をコンピュータプログラムとして実行するＣＰＵを有するコンピュー
タは、情報処理部１０００、情報処理部７１００として機能することになる。
【０１２７】
　図２は、情報処理部１０００、情報処理部７１００に適用可能なコンピュータのハード
ウェア構成例を示すブロック図である。
【０１２８】
　ＣＰＵ１００は、主メモリ１０１に格納されているコンピュータプログラムやデータを
用いてコンピュータ全体の制御を行うと共に、情報処理部１０００、情報処理部７１００
が行うものとして上述した各処理を実行する。
【０１２９】
　主メモリ１０１は、磁気ディスク１０２からロードされたコンピュータプログラムやデ
ータ、Ｉ／Ｆ（インターフェース）１０６を介して外部から受信したデータなどを一時的
に記憶するためのエリアを有する。更に、主メモリ１０１は、ＣＰＵ１００が各種の処理
を実行するために用いるワークエリアも有する。即ち、主メモリ１０１は、各種のエリア
を適宜提供することができる。主メモリ１０１は、例えば、注目領域情報保存部１０１１
としても機能する。
【０１３０】
　磁気ディスク１０２は、ハードディスクドライブ装置として機能する大容量情報記憶装
置である。磁気ディスク１０２には、ＯＳ（オペレーティングシステム）や、図１，７に
おいて、注目領域情報保存部１０１１、表示部７１３２、以外の各部の機能をＣＰＵ１０
０に実行させるためのコンピュータプログラムやデータが保存されている。係るデータに
は、上記の説明において既知のデータとして説明したものや、処理対象データも含まれて
いる。磁気ディスク１０２に保存されているコンピュータプログラムやデータは、ＣＰＵ
１００による制御に従って適宜主メモリ１０１にロードされ、ＣＰＵ１００による処理対
象となる。
【０１３１】
　入力部１０５は、キーボードやマウスなどにより構成されており、ユーザが操作するこ
とで、各種の指示やデータを入力することができる。上記の説明のおいて、ユーザが入力
するものとして説明したものは何れも、この入力部１０５をユーザが操作することで入力
されるものである。
【０１３２】
　Ｉ／Ｆ１０６は、位置姿勢計測部１２００や撮像部１１００を本コンピュータに接続す
る為のもので、ＩＥＥＥ１３９４やＵＳＢ、イーサネット（登録商標）ポート等によって
構成される。本コンピュータはこのＩ／Ｆ１０６を介して位置姿勢計測部１２００や撮像
部１１００とのデータ通信を行うことになる。
【０１３３】
　表示メモリ１０３は、モニタ１０４に表示するための画面のデータを一時的に記憶する
ためのもので、モニタ１０４には、この表示メモリ１０３に格納されている画面のデータ
に従った画面が表示されることになる。
【０１３４】
　モニタ１０４は、ＣＲＴや液晶画面等により構成されており、ＣＰＵ１００による処理
結果を画像や文字などでもって表示することができる。モニタ１０４は、表示部７１３２
として機能する。１０７は、上述の各部を繋ぐバスである。
【０１３５】
　なお、情報処理部１０００、情報処理部７１００に適用可能な装置の構成については図
２に示した構成に限定するものではなく、図１，７に示した機能構成を実現可能な構成で
あれば、如何なる構成であっても良い。
【０１３６】
　［その他の実施形態］



(22) JP 5400466 B2 2014.1.29

　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのコンピュー
タプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体によっても実現可能である
。即ち、システム又は装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納され
たプログラムコードを読み出し実行することで、このプログラムコード自体が前述した実
施形態の機能を実現することになるので、係る記録媒体は本発明を構成することになる。
本発明を上記記録媒体に適用する場合、その記録媒体には、先に説明したフローチャート
に対応するプログラムコードが格納されることになる。

【図１】 【図２】

【図３】
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